
別紙様式第７号（第140条第１項関係）

（日本産業規格Ａ４）

令和６年１０月１１日から

　金融サービス仲介業に関する報告書

令和６年１１月３０日まで

令和７年２月２５日提出

郵便番号　　108-0023　　　　　　　　　　　　　　　　  　 

主たる営業所又は

事務所の所在地　　東京都港区芝浦三丁目1番21号　　  　　  

電話番号　　03-6453-9160　　　　　　　　　 　　　　　　  

（ふりがな）　まねーふぉわーどほーむ かぶしきがしや

商号又は名称　　マネーフォワードホーム株式会社　　　  　 

（ふりがな） だいひょうとりしましやく　つじ ようすけ

氏名　　代表取締役　辻 庸介   　   　　　　　　　　　　　

（法人にあっては、代表者の役職氏名）　　　　　　 　　　　

※　法人・個人の別　　【法人・個人】 

ウェブサイトのアドレス

https://corp.hm.moneyforward.com/intermediary_disclosure/

（記載上の注意）

 当該金融サービス仲介業のウェブサイトのアドレス（そのウ

  ェブサイトがない場合にあっては、その旨）を記載すること。

 当社は、2024年11月に当社親会社である株式会社マネーフォワードがこれまで展開してきた

 Money Forward Homeドメイン事業を吸収分割により承継し、「一人ひとりのお金を前へ。自分

 らしくをもっと前へ。」をMissionに掲げ、自動で金融機関データの取得・分類を行うPFMサー

 ビス『マネーフォワードME』を中心に事業展開しています。

 当社の事業領域における経済環境は、オンラインバンキングの伸長や資産運用の浸透を背景に

 引き続き堅調に推移しておりますが、近年では、Embedded Finance（埋込型金融）などと呼ば

 れる、非金融事業者の提供するサービスに金融サービスを組み込み、一体として提供する形が

 注目されております。

 上記を踏まえ、当社は、三井住友カード株式会社との合弁会社となると共に、株式会社マネー

 フォワードと三井住友カード株式会社と業務提携契約を締結し、SMBCグループが有する金融サ

 ービス（Olive、Vポイント等）を組み合わせた新たな顧客体験の提供を成長戦略に据えており

 ます。

 業務提携の影響は2025年11月期以降を見込んでおり、当事業年度の業績に関しましては既存

 事業の継続的な顧客拡大により売上高438百万円、営業利益85百万円、経常利益85百万円、

 当期純利益61百万円となっております。

 兼業（情報サービス業：PFMなどの個人ユーザー向けサービスの開発・提供）

１　登録年月日及び登録番号

　　令和６年１０月１１日（関東財務局長（金サ）第１５号）

Ⅰ　業務の状況（共通）

２　当期の事業概要

３　専業・兼業の別（兼業の場合は、主たる業種名）



名 名 名 名

名 名 名 名

名 名 名 名

計 店 計 名 計 名

６　苦情の発生件数（直近３期分） （単位：件）

７　苦情処理及び紛争解決の状況

８　翌事業年度の改定日までに供託すべき保証金の額 （単位：十万円）

９　相手方金融機関の数

総数

うち保険媒介を行う者

うち外務員

保険媒介を行う者

0

使用人 計
うち非常勤

備考

４　役員及び使用人の状況

-

-

-

役員

7

- 0

外務員名称

（主たる営業所
又は事務所）
本店

所在地

東京都港区
芝浦三丁目1番21号

-

0 0 0

業種の種別

預金等媒介業務

保険媒介業務

有価証券等仲介業務

貸金業貸付媒介業務

- 名

1

91 98

合計

-

0

- -

５　営業所又は事務所の状況

貸金業貸付媒介業務

- 0

- -

- 0

前期 当期

- -

- -

前々期

0 名

-

-

- -

- -

- -

- -

1 1

- -

1

預金等媒介業務

保険媒介業務

生命保険会社等

損害保険会社等

少額短期保険業者

0 0

業務の種別

翌事業年度保証金

うち委託を受けて
いる数

相手方金融機関

手数料等

合計

1

有価証券等仲介業務

「当社の苦情処理・紛争解決に係る体制」を以下ウェブページにおいて公表し、これに沿った対
応を行っています。
https://corp.hm.moneyforward.com/intermediary_disclosure/



10　従業者に対する研修の実施状況

（記載上の注意）

　１　「１　登録年月日及び登録番号」

　　　当期中において変更があった場合には、その旨を注記すること。

　２　「４　役員及び使用人の状況」

　　　当期末現在における役員及び使用人について記載すること。なお、個人の場合の代表者は、

　　「役員」欄に記載すること。

　　　また、当期末現在におけるその常時使用する従業員の数が20名以下である場合には、その数を

　　欄外に注記すること。

　３　「５　営業所又は事務所の状況」

　　　営業所又は事務所の状況を記載した適切な書面がある場合は、その書面をもってこれに代え

　　ることができる。

　４　「７　苦情処理及び紛争解決の状況」

　　　指定紛争解決機関が存在する場合にあっては手続実施基本契約を締結している指定紛争解決機

　　関の商号又は名称、指定紛争解決機関が存在しない場合にあっては苦情処理措置及び紛争解決措

　　置の内容を記載すること。

　５　「８　翌事業年度の改定日までに供託すべき保証金の額」

　　　手数料等とは、一事業年度において金融サービス仲介業務に関して受領した手数料、報酬そ

　　の他の対価を合計した金額をいう。以下この様式において同じ。

　６　「９　相手方金融機関の数」

　　イ　相手方金融機関とは、当期において金融サービス仲介業務により顧客の契約締結の媒介（約

　　　定に至らなかったものを含む。）を行った相手方金融機関をいう。ただし、委託を受けて

　　　いる金融機関については、当期において契約締結の媒介を行ったか否かにかかわらず含める

　　　こと。以下この様式において同じ。

　　ロ　保険媒介業務における保険会社とは、以下のものをいう。

　　　⑴　「生命保険会社等」とは、法第11条第３項第１号及び第２号に規定する保険会社及び外国

　　　　　保険会社等のうち、生命保険会社又は外国生命保険会社等をいう。

　　　⑵　「損害保険会社等」とは、法第11条第３項第１号及び第２号に規定する保険会社及び外国

　　　　　保険会社等のうち、損害保険会社又は外国損害保険会社等をいう。

　　　⑶　「少額短期保険業者」とは、法第11条第３項第３号に規定する少額短期保険業者をいう。

　７　「10　従業者に対する研修の実施状況」

　　イ　業務の種別ごとに、研修の名称、目的、期間、対象者、内容を記載すること。

　　ロ　金融サービス仲介業者が実施した研修について記載することとし、金融サービス仲介業協会

　　　が実施した研修は除くこと。

　８　法第13条第１項の登録申請書又は法第16条第３項第１号の規定若しくは第19条第１項の規定に

　　よる届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該

　　旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記

　　載することができる。

当社並びにマネーフォワードグループでは、全役職員を対象に、業務に関連する法令や社内規程
を学び、当社グループの役職員として相応しい行動指針を振り返る場として「コンプライアン
ス・マニュアル全社研修」を入社時及び定期的な研修として実施しております。
また、金融サービス仲介業に従事する役職員向けに、別途「コンプライアンス研修 金融サービス
仲介業について」を入社時及び定期的な研修として実施することで、金融サービス仲介業者とし
て、お客さまが安心してお取引できる体制の強化に努めています。



　　 〔預金等媒介業務〕

１　預金関係 （単位：件）

（記載上の注意）

　１　「媒介件数」欄は、法第11条第２項第１号に規定する契約の締結の媒介を行ったもののうち、

　　当期中に契約の締結に至った媒介件数を相手方金融機関ごとに記載すること。　

　２　「うち外貨預金等」欄の外貨預金等は、第４条に規定する外貨預金等のうち、その引出し若

　　しくは送金又は支払が当該外貨預金等の表示通貨で行うことができるものに限る。

２　貸付関係 （単位：千円、件）

（記載上の注意）

　１　「媒介件数」及び「媒介額」欄は、法第11条第２項第２号に規定する契約の締結の媒介を行

　　ったもののうち、当期中に契約の締結に至った媒介件数及び媒介額を相手方金融機関ごとに

　　記載すること。

　２　「媒介件数」及び「媒介額」欄の（　）には、規格化された貸付商品（第16条第１項第１号

　　イに規定する規格化された貸付商品をいう。）の媒介件数及び媒介額を内書すること。

３　為替取引関係 （単位：件）

（記載上の注意）

　　「媒介件数」欄は、法第11条第２項第３号に規定する契約の締結の媒介を行ったもののうち、

　当期中に契約の締結に至った媒介件数を相手方金融機関ごとに記載すること。

合計

媒介件数

-

-

-

媒介件数 媒介件数 媒介件数 媒介件数 媒介件数

- -

- - - -

- - -

- - - - -

-

-

-

消費者向け貸付 事業者向け貸付 合計

媒介件数 媒介額 媒介件数 媒介額 媒介件数 媒介額

-

うち外貨預
金等

うち当座預
金

流動性預金

うち外貨預
金等

定期性預金 合計

（その他を
含む。

媒介件数

-

-

-

（　-　）

-

-

-

-

-

-

-

（　-　）

-

（　-　）

-

-

-

-

-

（　-　）

-

（　-　）

-

（　-　）

Ⅱ　業務の状況（業務の種別ごと）

相手方金融機関名

-

-

相手方金融機関名

-

-

合計

相手方金融機関名

-

-

合計



４　手数料等の状況 （単位：千円）

（記載上の注意）

　１　一事業年度において受領した手数料等が０円の相手方金融機関についても、「手数料等」

　　欄を「０」として記載すること。

　２　「手数料等」について、兼業業務における手数料等と不可分である場合は、合理的な計算方

　　法により算出した金額を記載すること。なお、この計算方法を採用した場合には、別途当局

　　に計算方法を記載した書面を提出すること。

　３　「委託関係の有無」欄は、相手方金融機関との委託関係の有無について記載すること。

- - - - -

-

- - - - -

相手方金融
機関からの
受取手数料
等

手数料等内訳（法第11条第２項各号に
規定する媒介の種類別）

委託関係の
有無

第１号関係 第２号関係 第３号関係

- - - -

相手方金融機関名

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合計

手数料等

-

- -

- - - -

- - -



〔保険媒介業務〕

１　取扱保険契約ごとの媒介の状況

（単位：千円、件）

（記載上の注意）

　　「媒介件数」、「保険関係」、「保険料」及び「手数料等」欄は、法第11条第３ 項第１号

　及び第２号に規定する保険会社及び外国保険会社等のうち、生命保険会社又は外国生命保険

　会社等が保険者である保険契約の締結の媒介を行ったもののうち、当期中に契約の締結に至

　った媒介件数、保険金額、保険料及び手数料等を相手方金融機関ごとに記載すること。

- -

- - - -

第三分野

媒介件数 保険金額 保険料

手数料等

相手方金融機関か
らの受取手数料等

-

-

-

-

-- -

-

-

-

-

-

-

- -

- -

-

-

-

- - - - -

- - - -

-

- - - - -

- - - -

-- - - -

相手方金融機関名

-

(1)　生命保険関係

第一分野

媒介件数 保険金額 保険料 相手方金融機関か
らの受取手数料等

手数料等

-

-

-

合計

相手方金融機関名

- -

-

-

-

- -

-

-

-

-

合計

相手方金融機関名

-

-

-

合計

媒介件数 保険金額 保険料

手数料等

相手方金融機関か
らの受取手数料等

- - - -

-

- - - - -

- - - -

- - -

-

-

合計



（単位：千円、件）

（記載上の注意）

　　「媒介件数」、「保険関係」、「保険料」及び「手数料等」欄は、法第11条第３項第１号

  及び第２号に規定する保険会社及び外国保険会社等のうち、損害保険会社又は外国損害保険

　会社等が保険者である保険契約の締結の媒介を行ったもののうち、当期中に契約の締結に至

　った媒介件数、保険金額、保険料及び手数料等を相手方金融機関ごとに記載すること。

　

- -

- - - - -

(2)　損害保険関係

第二分野

媒介件数 保険金額 保険料

手数料等

相手方金融機関か
らの受取手数料等

- - -

- - - -

- - - -

- -

- - - - -

-

- - -

-

- -

- - - -

- - - - -

-

合計

媒介件数 保険金額 保険料

手数料等

相手方金融機関か
らの受取手数料等

- - -

-

- - - -

手数料等

相手方金融機関か
らの受取手数料等

-

-

- - - -

- - -

-

-- - - -

第三分野

媒介件数 保険金額 保険料

- - -

- - - - -

-

-

相手方金融機関名

-

-

-

-

合計

相手方金融機関名

-

-

-

-

合計

相手方金融機関名

-

-

-

-

合計



⑶　少額短期保険関係 （単位：千円、件）

（記載上の注意）

　　「媒介件数」、「保険金額」、「保険料」及び「手数料等」欄は、法第11条第３項第３号

　に規定する少額短期保険業者が保険者である保険契約の締結の媒介を行ったもののうち、当

　期中に契約の締結に至った媒介件数、保険金額、保険料及び手数料等を相手方金融機関ごと

　に記載すること。

第一分野

媒介件数 保険金額 保険料

手数料等

相手方金融機関か
らの受取手数料等

-

- - - - -

- - - -

-

- - - - -

- - - -

-

- - - - -

- - - -

-

第二分野

媒介件数 保険金額 保険料

手数料等

相手方金融機関か
らの受取手数料等

- - - -

-

第三分野

媒介件数 保険金額 保険料

手数料等

相手方金融機関か
らの受取手数料等

- - - -

-

- - - - -

- - - -

-

- - - - -

- - - -

-

- - - - -

- - - -

-

-

合計

-

- - - - -

- - - -

-

合計

媒介件数 保険金額 保険料

手数料等

相手方金融機関か
らの受取手数料等

- - - -

-

-- - - -

-

- - - - -

- - - -

-

-

-

-

合計

相手方金融機関名

-

-

-

-

合計

相手方金融機関名

-

-

-

相手方金融機関名

-

合計

相手方金融機関名

-



２　手数料等の状況 （単位：千円）

（記載上の注意）

　１　一事業年度において受領した手数料等が０円の相手方金融機関についても、「手数料等」

　　欄を「０」として記載すること。

　２　「手数料等」について、兼業業務における手数料等と不可分である場合は、合理的な計

　　算方法により算出した金額を記載すること。なお、この計算方法を採用　した場合には、別

　　途当局に計算方法を記載した書面を提出すること。

　３　「委託関係の有無」欄は、相手方金融機関との委託関係の有無について記載すること。

３　自己契約の状況 （単位：千円）

（記載上の注意）

-

-

-

自己契約に係る保険料の合計額 -

保険契約に係る保険料の合計額 -

-

-

委託関係の
有無

-

-

-

-

-

-

合計

相手方金融機関から
の受取手数料等

手数料等

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

相手方金融機関名

-

-

-

取扱商品数

　第59条の規定により計算した金額を記載すること。

自己契約比率          - ％



〔有価証券等仲介業務〕

１　有価証券等仲介業務に係る口座の状況

（記載上の注意）

　１　有価証券等仲介業務に係る口座数について、前期末、当期末、期中増減、期中に有価証

　　券等仲介業務として媒介を行った口座数を記載すること。

　２　「うち期中に媒介を行った口座数」欄には、約定に至ったか否かに関わらず、期中に有

　　価証券等仲介業務を通じて注文を発注した顧客数を記載することとする。

２　手数料等の状況 （単位：千円）

（記載上の注意）

　１　一事業年度において受領した手数料等が０円の相手方金融機関についても、「手数料等」

　　欄を「０」として記載すること。

　２　「手数料等」について、兼業業務における手数料等と不可分である場合は、合理的な計

　　算方法により算出した金額を記載すること。なお、この計算方法を採用した場合には、別

　　途当局に計算方法を記載した書面を提出すること。

　３　「委託関係の有無」欄は、相手方金融機関との委託関係の有無について記載すること。

手数料等内訳（法第11条第４項各号に
規定する媒介の種類別）

第１号関
係

第２号関
係

第３号関
係

第４号関
係

－ 5

委託関係の
有無

有

口座数

前期末 当期末 増減
うち期中に媒介を
行った口座数

- 599 +599 36

－ －

相手方金融
機関からの
受取手数料
等

5

合計

5

手数料等

相手方金融機関名

株式会社susten
キャピタル・マネジメント

相手方金融機関名

株式会社susten
キャピタル・マネジメント



〔貸金業貸付媒介業務〕

１　資金の貸付けに係る契約の締結の媒介の状況 （単位：千円、件）

（記載上の注意）

　１　「媒介件数」及び「媒介額」欄は、法第11条第５項に規定する契約の締結の媒介を行っ

　　たもののうち、当期中に契約の締結に至った媒介件数及び媒介額を相手方金融機関ごとに

　　記載すること。

　２　「委託関係の有無」欄は、相手方金融機関との委託関係の有無について記載すること。

２　手数料等の状況 （単位：千円）

（記載上の注意）

　１　一事業年度において受領した手数料等が０円の相手方金融機関についても、「手数料等」

　　欄を「０」として記載すること。

　２　「手数料等」欄について、兼業業務における手数料等と不可分である場合は、合理的な計

　　算方法により算出した金額を記載すること。なお、この計算方法を採用した場合には、別

　　途当局に計算方法を記載した書面を提出すること。

　３　「委託関係の有無」欄は、相手方金融機関との委託関係の有無について記載すること。

-

-

合計

媒介額 媒介件数
相手方金融機関名

消費者向け貸付 事業者向け貸付 合計

- - -

-

-

-

-

- - -

- - - - -

媒介件数 媒介額 媒介件数

-

-

-

- -

- -

-

手数料等

-

-

媒介額

相手方金融機関名

-

-

-

-

合計

委託関係の
有無

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

手数料等内訳（貸付の対象者別）

消費者向け貸付 事業者向け貸付

-

-

相手方金融
機関からの
受取手数料
等

-

-

-

-



１　貸借対照表

令和６年１１月３０日現在 （単位：千円）

注上記内容は当社全体の経理の状況を記載

（記載上の注意）

　１　金融サービス仲介業に関するもののみを作成することが困難な場合には、全体の経理の

　　状況を記載して差し支えない。ただし、この場合には、その旨を欄外に注記すること。

　２　本表は有価証券報告書その他の財産状況を適切に記載していると認められる書面をもっ

　　てこれに代えることができる。

　３　特に記載を要する事項については、科目に追加記載をしても差し支えない。

Ⅲ　経理の状況

資産の部

　無形固定資産

　投資等

　　長期前払費用

　　長期差入保証金

　　繰延税金資産

　有形固定資産

　　工具・器具・備品

　　減価償却累計額

　　建物・土地

　　その他

負債の部

前期当期

固定資産

科目 当期 前期

10,000

19,987

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

474,138

45,654

15,667

1,075,412

338,940

513,623

△6,574

344

119,725

27,339

82,015

0

519,961

169

207

△38

-

-

-

-

-

-

-

-

　賞与引当金 7,420 -

　役員賞与引当金 3,012 -

-

　未払費用 1,300 -

　短期借入金 20,000 -

-

　未払消費税等 18,084 -

　未払金 358,745 -

流動負債 1,135,418

　預り金 310

500 -

純資産の部

-

固定負債 19,003 -

　長期借入金 19,003 -

　契約負債 682,139

負債の部合計 1,154,421

資本剰余金 379,708

株主資本合計 0

1,595,373 -
負債・純資産の部
合計

1,595,373 -

新株予約権 0 -

純資産の部合計 440,952 -

-

-

　　その他

繰延資産

0

0

科目

流動資産

　現金・預金

　売掛金

　貸倒引当金

　貯蔵品

　前払費用

　立替金

　未収入金

　その他

資産の部合計

　未払法人税等 44,408

-

評価・換算差額等 0 -

-

利益剰余金 60,744 -

自己株式 0 -

-

資本金



２　損益計算書

自　令和６年８月１日

至　令和６年１１月３０日 （単位：千円）

注上記内容は当社全体の経理の状況を記載

（記載上の注意）

　１　金融サービス仲介業に関するもののみを作成することが困難な場合には、全体の経理の

　　状況を記載して差し支えない。ただし、この場合には、その旨を欄外に注記すること。

　２　本表は有価証券報告書その他の損益状況を適切に記載していると認められる書面をもっ

　　てこれに代えることができる。

　３　特に記載を要する事項については、科目に追加記載をしても差し支えない。

【税引前当期純利益】 85,165 -

【当期純利益】 60,744

　法人税等調整額 △19,987 -

-

-【経常利益】 85,165

-

　給料賃金

119,774

-

438,281

前期

【売上高】

-

△13,969

-

当期
科目

318,507

-

　支払手数料

　広告宣伝費

36,214

-

　支払報酬料

97,529

-

　手数料等

売上原価

　労務費

　製造経費

　その他

【売上総利益】

　外注費

5

9,447

-

　法人税等

8,380

-

　支払利息

27,426

-

27,366

-

営業外収益

43,358

-

営業外費用

43,104

-

販売費および一般管理費

　会議費

　その他

233,315

【営業利益】

61,044

-

　通信費

　賞与引当金繰入

-

-

44,408

27

-

27

-

85,192

-

0

-

△574

-

13,764

-

金額


